






「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第4章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

文部科学省 　文化庁長官の私的懇談会である「文化発信戦略に関する懇談会」
の報告（２００９年３月）において、すみやかに着手すべき取組の
ひとつとして、「文化発信への貢献に対する表彰」が提言されたの
を受け、２０１０年度に文化庁長官表彰制度に当該部門を設ける予
定のところ、先行的に、仏語訳の源氏物語に、国宝「源氏物語絵
巻」などの挿絵を盛り込んだ書籍「Le Dit du Genji」を出版した
ディアンヌ・ドゥ・セリエ出版を長官表彰した（２００９年３
月）。

Ｂ

農林水産省 　日本産農林水産物・食品の輸出の一層の拡大に向けて、外国人ま
たは海外に在住する邦人で日本食、日本食材その他日本産農林水産
物の海外での紹介、普及などに多大に貢献してきた者を日本食海外
普及功労者として選定、６月に第３回表彰式を実施。

Ａ

経済産業省 　ものづくり等の分野において、日本文化の発展に功績のあった者
に対し、大臣賞、中小企業庁長官賞を顕彰した。

Ａ

303

（９）日本人の感性をいかした日本ブランドを国内外に
浸透させる
日本人の感性を活かしたデザインやものづくりなどを推
進し、日本ブランドが国内外に浸透するよう「感性価値
創造イニシアティブ」に基づき、「感性価値創造フェ
ア」やシンポジウム、イベント等を開催し情報発信に取
り組む。

102

○
日本人の感性をいかした日本ブランドにつ
いて、情報発信の取組を強化する必要が
あるため。

経済産業省 　２００８年１２月にフランス・パリの装飾美術館で「kansei-
Japan Design Exhibition」、２００９年１月に東京・南青山のス
パイラルで「感性価値創造ミュージアム」とそれぞれ題し、展示や
セミナーを実施した。合わせて2万人近くの来場を得、メディアに
も多数取り上げられ、日本人の感性を発信できた。

Ａ

↓ ２．豊かな食文化を醸成する
↓ （１）優れた日本食、食材を生み出す
↓ ①世界に通じる食を担う多様な人材を育成する

304

ⅰ）２００８年度から、食に関する伝統的な学問領域に
加え、食文化や経営等の観点を含めた食に関する総合的
な学問の体系化及びそれらを学べる大学等の教育体制の
充実に向けた取組を促す。

102

－

民間による取組が進展したため。
（２００５年度、宮城大学食産業学部、２００
６年度、女子栄養大学食文栄養学科、２００
８年度放送大学科目履修認証制度「食と健
康アドバイザープラン」）

文部科学省 　知的財産計画２００８について、国公私立大学に対し事務連絡を
発出するとともに、各種会議での説明を通じて周知することによ
り、各大学における食を担う多様な人材の育成に関する取組を促し
た。

Ａ

農林水産省 　関西において検討が進められている食の大学院設置に向けた取組
について検討会に参加するなど連携を図った。また、有識者による
日本食文化の基準となるテキストの作成を支援した。

Ａ

経済産業省 　関西において検討が進められている食の大学院設置に向けた取組
について近畿経済産業局において、検討会を設置するなどの協力を
実施。

Ａ

305

ⅱ）料理人の資質の向上を図るため、調理師専門学校と
大学や料理業界との連携、専門調理師・調理技能士の育
成など、民間の取組を支援する。

102

－

民間による取組が進展したため。
（料理店から料理学校への講師の派遣、日
本料理アカデミーによる日本料理コンペ
ティションの開催等）

厚生労働省 ・調理師免許交付数の累計は３，４２９，５０９件であり、専門調
理師・調理技能士認定者数は、３０，７８８件である。
・専門調理師及び調理師の資質の向上を目的として調理技術技能セ
ンターや全国調理師養成施設協会が主催する講習会において講演を
行った。

Ａ

農林水産省 　２００８年度に日本料理アカデミーが開催した「第１回日本料理
コンペティション」について後援。

Ａ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第4章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

306

②外国人シェフを対象とした実務研修の充実を図る
海外の著名なシェフや若手シェフに日本食の調理方法や
食材に関する知識を普及させるため、外国人シェフの日
本料理店等における実務研修、料理人団体や専門学校が
実施する海外の料理学校との連携などの自主的な取組を
支援する。

102
～
103

○
日本食の海外への普及・発展に貢献し得
る外国人の育成が必要であるため。

外務省 　ＮＰＯ法人日本料理アカデミーが開催した外国人シェフの日本料
理店における実務研修「日本料理フェローシップ」（２００８年１
２月と２００９年２月）に対し後援名義を付与した。

Ｂ

文部科学省 　国費留学生の受入対象となっている調理師を養成する専門学校の
取組を支援した。

Ｂ

農林水産省 　ＮＰＯ法人日本料理アカデミーが開催した外国人シェフの日本料
理店における実務研修「日本料理フェローシップ」（２００８年１
２月と２００９年２月）に対し後援名義を付与した。

Ｂ

↓ （２）安心・安全な日本食、食材への信頼の向上を図る

307

①海外における日本食レストランの信頼の向上を支援す
る
世界のより多くの人々が信頼できる日本食を楽しめるよ
う、２００７年３月に策定された「日本食レストラン推
奨計画」に基づき、２００８年度から、日本食レストラ
ン海外普及推進機構（ＪＲＯ）等の民間の組織が取り組
む日本食・日本産食材に関する普及啓発活動、衛生知識
の向上等を目指す教育研修活動や情報提供等の取組を支
援する。

103

○

日本食・食材の普及に向け、海外における
関係者のネットワーク構築、日本食の特徴
等に関する啓発活動等の強化が必要であ
るため。

農林水産省 　日本食レストラン海外普及推進機構（ＪＲＯ）は、モスクワ、ス
イス、ニューヨーク、シンガポールに日本食レストラン関係者の
ネットワークを新たに作るとともに、昨年設立された地域を含め、
それぞれの国・地域において、日本食・日本食材等に関する情報を
発信する普及啓発活動や料理人の調理技術・衛生知識の向上等を目
指す教育研修活動等を実施した。また、全米レストラン協会主催の
ＮＲＡショー（シカゴ）に日本食の特徴である「うま味」を紹介す
るブースを出展した。

Ｂ

308

②日本の農林水産物・食品のブランドを保護する
２００８年度から、農林水産物や食品の輸出に取り組む
農業者、関連団体、海外で事業展開をする食品企業等に
対し、海外における日本の農林水産物・食品の偽装表示
等の実態及びこれらの問題に対処するための制度、手
続、対応方法等に関する情報を提供するとともに、相談
窓口における対応、利害関係者の情報共有等の場の設置
など、支援を強化する。

103

○
日本産農林水産物・食品のブランド保護に
向けた取組の強化が必要であるため。

農林水産省 　昨年度実施した偽装表示等の調査報告書について、ホームページ
上において周知を図った。また、海外における農林水産物・食品の
模倣品に関する調査を実施し、その調査結果を輸出事業者に周知し
た。

Ｂ

309

③日本産食材の信頼を高める
国際市場における日本産の農林水産物・食品のブランド
化を図り、信頼を高めるため、２００８年度から、日本
産果実や和牛の統一的なマークの普及と適切な管理、農
産物の生産における工程管理手法の導入等を支援する。

103

○
日本産農林水産物・食品のブランド保護に
向けた取組の強化が必要であるため。

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第4章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

農林水産省 <果実>
・２００８年度日本食・日本食材等海外発信委託事業において、日
本産果実マークを盛り込んだＤＶＤやＰＯＰの作成、海外での新
聞・雑誌広告の掲載等により、海外の消費者へのマークの認知度を
高める取組を実施。
・２００８年６月、日本国内及び台湾への商標登録出願（商標権は
農林水産省が所有）受理後、マーク及び使用許諾要領を公表し、各
産地等への使用申請に係る募集を開始。
・２００８年８月、中国及び香港への商標登録出願。
・２００９年２月、国内において商標登録。
<和牛>
・和牛統一マークを活用し、海外の消費者に日本産和牛肉の品質や
おいしさをＰＲするため、商標登録に向けた取組を支援。
・２００８年７月に豪州、８月に日本で商標登録。
・２００８年７月にシンガポール、タイ、ロシア、８月にUAE、メ
キシコで商標登録を出願。

Ａ

↓
（３）優れた日本の食文化を再評価し、国内外への発信
を強化する

310

①海外のオピニオンリーダー等に対する日本食の発信を
強化する
効果的に日本食を世界に発信するため、国内や在外公館
等で行われるイベント等の様々な機会を捉え、海外のオ
ピニオンリーダー等に対し、旬の高品質な日本食、食材
等を提供する。また、関係機関及び省庁が連携し、他分
野のイベントと組み合わせた日本食のプロモーションを
行う。

103
～
104

◎
日本食・食材の更なる普及に向けた取組
が必要であるため。

外務省 ・ＪＥＴＲＯ、地方自治体と協力するなどして、日本食にかかる講
演、デモンストレーション、ワークショップ、試食など、日本食紹
介に関する文化事業を３０以上の在外公館が開催した。
・農林水産省と共同で、在外公館等において、各国のオピニオン
リーダー等に日本からの高品質で旬の食材を用いた日本食等を提供
することにより、日本食文化の普及を図るとともに、日本産農林水
産物・食品の輸出振興を支援する「WASHOKU-Try Japan's Good
Food」事業を実施しており、本年度は、開催地によってはJETRO等
関係機関とも協力しつつ、これまで１７件実施してきており、年度
内に更に２件実施予定（計１４カ国１７公館１９事業）。

Ａ

農林水産省 　外務省と連携し、在外公館のレセプション等の場において日本食
のＰＲを行う「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を実施。９
月にはＪＥＴＲＯと連携し、ＪＥＴＲＯが香港において開催した海
外貿易会議のビジネス交流会の場において実施。

Ｂ

経済産業省 　農産品をはじめ輸出促進につながるようジェトロにおいて事業を行っ
た。 Ａ

国土交通省 　日本食をはじめとする日本の観光魅力を海外に発信するととも
に、日本への魅力的な旅行商品の造成等を促進するビジット・ジャ
パン・キャンペーンを官民一体となって展開。 Ａ

↓ ②日本の農林水産物・食品の輸出を拡大する

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第4章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

311

ⅰ）我が国農林水産物等の輸出額を２０１３年までに１
兆円規模にするという目標の実現に向け、２００７年５
月に策定した「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出
戦略」の下、検疫協議の加速化等の輸出環境の整備、品
目別の戦略的な輸出促進等、官民が連携して総合的な輸
出戦略を実行する。また、日本産酒類について、輸出に
必要な手続や諸外国の規制等に係る情報提供を行う。

104

○
日本産農林水産物・食品の輸出強化に向
けた取組が必要であるため。

外務省 　各在外公館において、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業
の実施や我が国農林水産物等の輸出円滑化のための働きかけを行っ
た他、農水省による常設店舗の設置や、各種ＰＲイベント及び展示
会への参加等にあたり側面支援を行った。

Ａ

財務省 ・海外市場や輸出実務に詳しい専門家を講師とした酒類業者向けの
輸出セミナーを開催し、酒類の輸出に関する手続等の情報提供等を
行った。
・諸外国（スイス及び中国）の輸入規制等に関する委託調査研究を
実施し情報収集に努めると共に、輸出を行う酒類業者の利便に資す
るべく、国税庁ホームページに掲載した。

Ａ

農林水産省 　６月に「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」を改訂す
るとともに、同戦略に基づき、検疫協議の加速化等の輸出環境の整
備、品目別の戦略的な輸出促進、意欲ある農林漁業者等に対する支
援、日本食・日本食材等の海外への情報発信を総合的に推進した。

Ｂ

312

ⅱ）食品産業の海外展開を促進するため、２００８年度
において、海外展開における課題等を調査・分析し、海
外展開支援マニュアルを作成するとともに、東アジア主
要都市に設置した協議会を通じ、投資促進に資する情報
の収集と共有化、海外現地法人の人材育成等を支援す
る。

104

○
日本の食品産業の更なる海外展開に向け
た取組が必要であるため。

外務省 「食品産業海外連絡協議会」へ参加・協力するとともに、食品市
場、原材料、コールドチェーン等に関する調査に協力した。

Ａ

農林水産省 ・「食品産業海外事業活動支援センター」によるホームページ、メ
ルマガ等を通じた投資情報の提供や海外投資情報及び知的財産に関
する国内（東京、新潟、名古屋、大阪、福岡）セミナーを開催し
た。
・投資の検討や海外現地での事業を拡大する上で必要となる食品市
場、原材料、コールドチェーン等に関する調査を実施した。
・日系企業が原材料を調達している現地食品企業等を対象とした食
品衛生管理に関するセミナーを広州、青島において開催した、
・「食品産業海外連絡協議会」（北京、上海、広州、バンコク、シ
ンガポール、ホーチミン（20年度新設））において、日系食品企業
間の情報共有化、現地政府関係者を招聘した、食品衛生規制等に関
するセミナー・意見交換会を開催した。
・食品企業の持つノウハウや独自技術の流出を未然に防止する観点
から、「食品産業の意図せざる技術流出対策の手引き」の契約書案
文英文版を作成した。

Ｂ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第4章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

313

③国民運動として食育を推進する
日本の優れた食文化を再評価し、活用していくため「食
育推進基本計画」に従い、伝統ある優れた食文化の継承
等に配慮し、６月の「食育月間」や毎月１９日の「食育
の日」を中心とする広報啓発活動、学校給食における郷
土料理の積極的な活用、地域の食文化の発信、地産地消
の推進など国民運動として食育を推進する。

104

－
官民における食育に関する取組が進展し
てきたため。

内閣府 ・６月の「食育月間」においては、テレビにおける政府広報に加
え、群馬県との共催による第３回食育推進全国大会の開催等、集中
的な普及啓発活動を実施した。
・食育推進基本計画全般の評価を含めたフォローアップを進め、関
係者・関係団体との協力をより緊密にし、食育関係施策の一層の推
進と強化を図るための方策を検討することを目的に 「食育推進評
価専門委員会」を開催した。
・企業やマスメディア等が行う食育に関する情報提供について、伝
えるべき項目や効果的な伝達手法の事例等を提示し、食育に対する
関心を高める効果的な手法について検討する ことを目的に「企業
分野等食育活動検討会議」を開催し、報告書を取りまとめた。
・食育白書を公表した。

Ａ

文部科学省 ○ ２００８年６月に学校給食法を改正し、その法律の目的に「学校におけ
る食育の推進」を明確に位置付けるとともに、栄養教諭が学校給食を活
用した食に関する実践的な指導を行うこと、この場合校長が食に関する
指導の全体計画の作成などを行うこと、栄養教諭が食に関する指導を
行うに当たっては、地域の産物を学校給食に活用することその他の創意
工夫を行うことなどを定めた。
○ ２００８年７月に教育振興基本計画を閣議決定し、「今後５年間に取り
組むべき施策」として、栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携に
よる食育の充実や、学校給食において地場産物を活用する取組を促す
こと、米飯給食の一層の普及・定着を図ることなどが盛り込まれた。
○ ２００８年度、各地域において、栄養教諭を中心として家庭や生産者、
ＰＴＡなどの地域の団体と連携・協力し、各学校における食に関する指導
の全体計画の作成、地域の生産者を指導者とした体験活動、家庭に対
する啓発などを通じて各地域の抱える食育推進上の課題の解決に取り
組む「子どもの健康を育む総合食育推進事業」を実施した。
○今後とも、食育推進基本計画に基づき、栄養教諭を中核とした学校・
家庭・地域の連携による食育の充実や学校給食において地場産物を活
用する取組の促進等に取り組む。

Ａ

厚生労働省 ・地方公共団体、食品生産者・事業者、管理栄養士・栄養士その他
の保健医療福祉活動の専門家、地域における食生活改善推進員等に
おいて、適切な食習慣の普及・啓発を行った。
・６月の食育月間において、食事バランスガイドを活用した適切な
食習慣の普及・啓発の取組を強化した。
・１０月の食生活改善普及月間において、食事バランスガイド等に
関する知識の普及啓発を行い、食生活改善の取組を強化した。
・より多くの方に食に関する正しい知識を身に付けてもらうため
に、食事バランスガイドのリーフレットの配布を実施した。

Ａ

農林水産省 ・毎年６月の食育月間を中心に、シンポジウム等を開催した。
・様々なメディア等の活用を通じて一般国民に「食事バランスガイ
ド」の普及・啓発を行った。
・食育に熱心に取り組もうとしている地区を対象に、集中的・重点
的に「食事バランスガイド」を活用した日本型食生活の普及・啓発
を行うモデル的取組に対して支援を行った（１４団体）。

Ａ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第4章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

314

４）食文化に関する民間主体の取組を促進する
「食文化研究推進懇談会」等の民間の主体的な活動によ
る日本の食文化の評価及び国内外への普及に向けた取組
について、その成果や知見を積極的に政策に反映する。

104

－
これまで12回の会合が開催され、委員によ
る主体的な取組が進展してきたため。

内閣官房 　食文化の普及・啓蒙に関する政策に対して有識者から提言を受け
るとともに、食文化に関する情報共有を図る場として「食文化研究
推進懇談会」を開催した。

Ａ

外務省 ・「食文化研究推進懇談会」において関係者との情報交換を進め
た。
・２００８年１２月、ＮＰＯ法人日本料理アカデミーが実施する
「日本料理フェローシップ」を後援した（実績：２００５年１０
月、２００６年１０月～１１月、２００７年１２月）。

Ａ

文部科学省 ・「食文化研究推進懇談会」において関係者との情報交換を進め
た。
・２００８年１２月、ＮＰＯ法人日本料理アカデミーが実施する
「日本料理フェローシップ」を後援した（実績：２００５年１０
月、２００６年１０月～１１月、２００７年１２月）。

Ａ

厚生労働省 ・「食文化研究推進懇談会」において関係者との情報交換を進め
た。
・（社）全国調理師養成施設協会が会員校である調理師養成施設
（全国９１校）において、合計５，８０２人を対象として食文化の
普及啓発事業（食育教室）を実施するに際して、情報提供などの必
要な支援を行った。

Ａ

農林水産省 ・「食文化研究推進懇談会」において関係者との情報交換を進め、
民間の取組を支援。
・２００８年１２月、ＮＰＯ法人日本料理アカデミーが実施する
「日本料理フェローシップ」を後援した（実績：２００５年１０
月、２００６年１０月～１１月、２００７年１２月）。
・有識者による日本食文化の基準となるテキストの作成を支援し
た。

Ａ

↓ ３．多様で信頼できる地域ブランドを確立する
↓ （１）地域ブランドの創出を支援する

315

①地域資源を活用した新商品、新サービスを創出する
（再掲）
地域資源を活用した新商品・新サービスを創出し、真に
力のある地域ブランドとするため、２００８年度から、
試作品開発等への支援や企画から販売までの一貫した取
組に対してきめ細やかなアドバイスを行う専門家の招へ
い、品質・名称管理等、各地のブランド化への取組に対
して支援を行う。

105

○

地域レベルで知財施策とその他の施策とを
連携させる取組が開始されたものの連携
は未だ不十分であるため、引き続き、フォ
ローアップする必要があるため

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

農林水産省 ・２００８年度から、地域ブランド化の取組全体について一貫して
アドバイスするプロデューサーの招へい等を支援する「農林水産
物・食品地域ブランド化支援事業」を活用し、地域ブランド化に取
り組む２３地区を選定し支援を行った。
・知的財産権を活用した地域活性化研修会等の実施
「地域活性化のための知的財産権(ブランド化と地域団体商標)セミ
ナー」を仙台、京都、福岡の３カ所で開催し、知的財産権を活用し
た地域の活性化について理解を深める場となった。
・地域活性化に向けた知的財産権等のアドバイザー派遣
地域活性化を図ろうとする取組を行っている団体や既に知的財産権
を取得し地域活性化に向けた取組を行っている団体（５団体）へ弁
理士やマーケティングに関する専門家を現地に派遣し、今後の知的
財産権を活用した取り組みに関するアドバイスを行った。
・持続的な養殖生産を確保するため、窒素やリン等の物質循環を可
能とする魚介類と藻類など複数の種類を組み合わせた複合養殖技術
の開発を支援した。また、価格が高騰している魚粉の含有率を下げ
た配合飼料の開発等を支援した。
・地域産業資源活用事業計画認定
・食料産業クラスターの形成（食品産業が中核となって農林水産業
と関連産業その他異業種も含めた連携）を通じた、地域食材を活用
した新商品の開発等の取組を支援
・知財活用等のセミナーを開催（８地区：北海道、東北、関東、北
陸、近畿、中国四国、九州、沖縄）
・ブランドアドバイザーを派遣（８ブランド：北海道２、東北、関
東、近畿２、中国四国２）

Ｂ

経済産業省 ・地域資源活用促進法に基づき、中小企業者等による、地域の優れ
た資源（産地の技術、農林水産品、伝統文化等）を活用した新商
品・サービスの開発・販売等の取組に対し、予算、金融措置、設備
投資減税等の総合的な支援を実施。2009年度までに596件の事業計
画の認定を行った。
・同法に基づく事業計画認定や支援措置の効率的・効果的な実施の
ため、全国10箇所の地域支援事務局にマーケティング等に精通した
常勤の専門家を約110名配置し、地域資源活用事業に取り組む中小
企業者等から、5,400件を超える相談に応じ、事業計画の策定のア
ドバイスとともに、事業化に向けたブラッシュアップなどきめ細か
な支援を行った。

Ａ

316

②地域ブランドを支える関係者間の連携や交流を促進す
る
農林水産物・食品を対象とする地域ブランドについて、
２００８年度から、民間の有識者や地域ブランドの取組
主体、支援者・支援団体等が集まる「食と農林水産業の
地域ブランド協議会」の活動を通じ、地域ブランドを生
産する者とブランド化や販売等を支援する者の連携を促

105

－

農林水産省により、２００７年に「食と農林
水産業の地域ブランド協議会」が設置さ
れ、セミナーやホームページを活用した情
報交換を実施し、取組が着実に進展してい
るため。

農林水産省 　２００８年度から、地域ブランドの取組主体や支援者等が集まり
情報交換、交流を行う「食と農林水産業の地域ブランド協議会」の
活動を支援した。協議会のホームページの運営やメールマガジンの
発行、総会及びパネルディスカッションの開催などの活動を通じ
て、地域ブランドの取組主体とその支援者との交流を促進した。

Ａ

↓ （２）消費者に対する地域ブランドの信頼性を確保する

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

317

①ブランドの信頼性を確保するための技術基盤を構築す
る
地域ブランドの信頼性を確保するため、２００８年度か
ら、農水産物やその加工品の品種や産地の偽装等を判別
するＤＮＡや微量元素を利用した識別技術の開発及び実
用化を進める。また、消費者の望む生産情報を簡易に提
供できるツールの活用を推進する。

105

○
ＤＮＡ品種識別技術の開発については、地
域ブランドの信頼性確保の観点から取組を
強化する必要があるため。

農林水産省 ・落花生、海苔類、リンドウ等についてDNA品種識別技術の開発に
取り組んだ。また、本年度から新たに登録される品種について、植
物体の一部を標本及びDNAによる保存を開始した。
・サトイモについて元素組成の分析により一部の産地間で違いを識
別できる指標元素を見出すなど、農産物の産地を識別する技術開発
を推進した。
・アズキ品種に特異的なマーカーの利用により、加工品（あん）に
ついても品種の同定が可能であることが示されるなど、加工品中の
原料品種を対象とした判別技術の開発を推進した。
・カボチャの産地判別、辛子明太子の原料魚種判別、ブリの近縁種
及び類似魚種の判別法について、その妥当性を確認するため複数の
機関において試験を行った。
・ノリの品種・原産地の判別に必要なノリゲノム情報の解読・微量
元素等の分析等を行った。

Ｂ

↓
②ブランド管理を担う関係者に対する普及・啓発を推進
する

318

ⅰ）消費者の信頼を裏切らない継続的なブランド管理を
実施するため、地域ブランドに取り組む関係者に対する
普及・啓発のためのセミナーの開催やアドバイザーの派
遣等を行う。

105

○
地域資源のブランド化に対する支援強化
が必要であるため。

農林水産省 ・２００８年度から、地域ブランド化に向けた、生産・品質管理、
名称管理、マーケティング力向上等の一貫した取組に対しアドバイ
スするプロデューサーの招へい等を支援する「農林水産物・食品地
域ブランド化支援事業」を活用し、地域ブランド化に取り組む２３
地区を選定し支援を行った。
・知財活用等のセミナーを開催した（８地区：北海道、東北、関
東、北陸、近畿、中国四国、九州、沖縄）。
・ブランドアドバイザーを派遣した（８ブランド：北海道２、東
北、関東、近畿２、中国四国２）。

Ｂ

319

ⅱ）地域団体商標制度、加工食品を対象とした「本場の
本物」認証、各都道府県が定める認証制度等について、
各取組に応じた制度の活用を促進するため、団体等に対
する普及・啓発活動を実施する。

105
～
106

○

地域団体商標制度等の地域ブランドに関
する表示制度の活用を促す取組は、地域
ブランドの振興を図る観点から、引き続き、
必要であるため。

農林水産省 　地域食品ブランド表示基準（「本場の本物」）として５品目（市
房漬、三河産大豆の八丁味噌、枕崎鰹節の本枯れ節、山形のつけも
の、沖ケ浜田の黒糖）を認定。計１６品目を認定。

Ｂ

経済産業省 ・地域団体商標権利者に対してアンケートを実施し、権利活用状況
や権利者からの要望・意見を把握するとともに、権利者等を訪問し
て権利取得後の活用等について意見交換を行うなど、制度の普及・
啓発活動を実施した。
・地域団体商標の制度紹介や活用等に関するセミナー等を開催し、
制度の普及・啓発活動を実施した。

Ａ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

320

③地域団体商標制度の活用を促す
関係者が連携・協力して団体等に対する普及・啓発活動
を実施し、各種団体が地域団体商標制度を積極的に活用
することを促進する。また、２００８年度から、同制度
の普及促進・発展に貢献した者を顕彰する。

106

○
地域団体商標制度の活用を促す取組は、
地域ブランドの振興を図る観点から、引き
続き、必要であるため。

農林水産省 知財人材育成機関との連携の下、各地で農業生産関係者や都道府県
等職員向け知的財産研修を実施した。また、各地方農政局、地方経
済産業局等が連携し、各地で知的財産セミナーを実施した。これら
のセミナーにおいて地域団体商標について説明し、普及・啓発を
図った。

Ａ

経済産業省 ・地域団体商標制度導入から２００８年３月までに登録された地域
団体商標３７１件を収載した「地域団体商標２００８」を刊行し、
都道府県、知財駆け込み寺及び地域ブランドに関するセミナー等で
配布することにより、地域団体商標制度の活用を推進した。
・初心者を対象とした地域団体商標制度周知用ビデオコンテンツを
作成し、２００８年１０月１日より特許庁ＨＰでの配信を行うとと
もに、ＤＶＤ版を経済産業局、農政局、都道府県をはじめ関係機関
に配布することにより、地域団体商標制度の普及・啓発を推進し
た。
・発明の日（４月１８日）の「平成２０年度知財功労賞」におい
て、制度の普及促進・発展に貢献した者を顕彰した。

Ａ

321

（３）地域ごとのブランド発信の取組を支援する
地域ブランドを国内外へ発信するため、地域ブランドを
生産・販売する生産団体や中小企業等による展示会や見
本市の開催・出展等への支援を引き続き行うとともに、
有識者による講演・シンポジウム等を開催する。

106

○
国内だけではなく、地域ブランドの海外展
開に向けた販路拡大や海外展開支援の強
化が必要であるため。

農林水産省 ・海外の食品見本市における日本パビリオンの設置等により、農林
水産物・食品の輸出に取り組む者と現地バイヤー等とのマッチング
を支援した。
・「農林水産物・食品地域ブランド化支援事業」の地域段階事業に
おいて、地域ブランドの取組主体が行う展示会や見本市の開催・出
展等を含む様々な取組に対して支援した。また、全国段階事業では
２００９年２月に「食と農林水産業の地域ブランド協議会」の平成
２０年度総会及び講演・パネルディスカッションを開催した。
・優良ふるさと食品全国フェアを開催した（９月１８日から３日
間）。
・食品産業と農林水産業等との連携による国産農林水産物を活用し
た新商品等の展示会や見本市への出展等による販路拡大の取組を支
援した。

Ｂ

経済産業省 　地域の特色ある素材や技術を活用し、世界に通用する新しい伝統
「JAPANブランド」を確立しようとする各地域の取り組みを支援す
るため、パリ、ニューヨークなどの海外の主要都市において、バイ
ヤーとの展示商談会やテストマーケティングを実施し、JAPANブラ
ンドの国際市場への浸透を図った。

Ａ

↓ ４．日本のファッションを世界ブランドとして確立する

↓
（１）クリエーションを活性化するための環境を整備す
る

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

322

①若手デザイナー等の活躍の場の充実
ファッション業界に強い影響力がある海外の有力なメ
ディアやバイヤーが若手デザイナーによる日本のファッ
ションを目にする機会を充実させるため、２００８年度
から、「東京発 日本ファッション・ウィーク」におい
て、国内外の有能な若手デザイナーを紹介する
「SHINMAI　Creator’s　Project」を実施する。

106

－
2009年3月に開催された第8回ＪＦＷにおい
て実現されたため。

経済産業省 　第８回「東京発 日本ファッション・ウィーク（ＪＦＷ）」（平
成２１年３月２３日～２９日）において「SHINMAI　Creator’s
Project」を実施した。実施に当たっては、インターネットを通じ
公募し、審査委員会を経て、５組６名のデザイナーを選出した。デ
ザイナーには、可能な限り日本製の生地を使用してもらうべく、Ｊ
ＦＷジャパン・クリエーションに招聘し、出展している産地企業と
のマッチングを行った。

Ａ

323

②中小繊維製造事業者を支援する
優れたファッションを支える高い技術を持った日本各地
の中小繊維製造事業者を支援するため、「ＪＦＷジャパ
ン・クリエーション」において、中小繊維製造事業者と
デザイナーのコラボレーションの場の提供を行う。

106

－

2008年10月開催のＪＦＷジャパン・クリエー
ションにおいて「デザイナー／アパレルと出
展者のコラボレーション」として実現された
ため。

経済産業省 　２００８年１０月１５日～１８日に開催されたＪＦＷジャパン・
クリエーションにおいて、単なる展示会、顔合わせに終わらせな
い、密度の高い真剣な商談、企業連携の場とするため、「真に良い
ものだけを集める場、川中のクリエティブなものづくりを行ってい
るリーダーを集める場」として充実を図り、その一環として中小繊
維製造事業者とデザイナーのコラボレーションを行った。

Ａ

324

③上質・一流なファッションを担う人材を育成する
大学の学部や大学院などにおけるファッション関連の授
業科目の開設やその充実など、大学等による自主的な取
組を支援する。

107

－
大学等におけるファッション人材育成への
支援は着実に実施されているため。

文部科学省 　知的財産計画２００８について、国公私立大学に対し事務連絡を
発出するとともに、各種会議での説明を通じて周知することによ
り、各大学におけるファッションを担う人材の育成に関する取組を
促した。

Ａ

経済産業省 　大学におけるファッション講座の設置を、財団法人ファッション
産業人材育成機構と連携して推進した。その結果、既に設置されて
いる青山学院大学（２講座）、神戸大学、横浜市立大学、首都大学
東京、法政大学の他、明治大学、日本女子大学、上智大学、東京経
済大学にファッション講座が設置された。

Ａ

325

④海外人材の日本での教育機会を拡大する
２００８年度中に、ファッション分野に関し、設備及び
編成に関して各種学校に準ずる教育機関として一定の要
件を満たす民間教育機関で学ぼうとする外国人について
は、「就学」の在留資格が与えられるよう必要な措置を
講ずる

107

－
2008年10月に制度が創設され、運用が開
始されたため。

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

法務省 　「構造改革特区第１１次提案に対する政府対応方針（平成１９年
１０月９日構造改革特区推進本部決定）」を踏まえ、在留資格「就
学」の受入れ教育機関となる各種学校に準ずる機関（ファッショ
ン・デザイン分野の民間教育機関）を審査するための枠組みを平成
20年10月に設け、申請があれば審査を行うことができるよう、措置
を講じた。

Ａ

文部科学省 ２００８年度は当省として意見の付言を要する問題のある事案がな
かった。

－

厚生労働省 ２００８年度は当省として意見の付言を要する問題のある事案がな
かった。

－

経済産業省 　各種学校としての認可を受けていない民間教育機関（ファッショ
ン・デザイン教育機関）において、外国人学生の受入れを実施する
ための審査基準（ファッション・デザイン教育機関の運営に関する
審査基準）を策定し、民間教育機関で学ぼうとする外国人に対して
「就学」の在留資格が与えられるようになった。

Ａ

326

⑤生地やデザインのアーカイブを整備する
中小企業基盤整備機構における「繊維アーカイブ調査委
員会」による「繊維アーカイブ調査研究報告書」（２０
０８年３月）を踏まえ、２００８年度中に、生地やデザ
インのアーカイブのより詳細な調査を行い、過去の貴重
なテキスタイル・サンプルの散逸防止に必要となるアー
カイブの機能を検討し、結論を得る。

107

◎
新たな創造を生み出すための基盤整備と
して、過去の創作物等をアーカイブ化して
活用することは重要であるため。

経済産業省 　デジタルアーカイブのシステム構築に向け、専門家による委員会
を立ち上げ、効果的かつ具体的なシステム構築について検討し、シ
ステムの仕様書を作成した。同時に体験型アーカイブ事業を実施
し、「繊維アーカイブの重要性」を示すために繊維関係者を対象と
したセミナーや産地と連携した作品制作（ワークショップ）、その
作品及びテキスタイルデザイナー等が有するアーカイブの展示会を
実施。更に、学生を対象とした産地ツアーを実施した。

Ａ

327

⑥デザイン・ブランドの模倣品問題に適切に対処する
日本繊維産業連盟に設置された「知的財産保護推進委員
会」等国内の繊維産業団体におけるデザインやブランド
の保護強化のための検討体制を活用し、他の先進国の団
体との連携やアジア諸国等への働き掛けを強めるよう促
す。また、各種セミナーや展示会などの機会を通じ知的
財産制度の普及・啓発を図り、企業戦略上重要なデザイ
ンやブランドについては国内外で知的財産権を取得する
よう促す。

107

－

ファッション業界に特化した事業としては、
事業者団体間で締結した覚書に基づく民
間主体の取組を実施・推進する段階となっ
たため。

経済産業省 　中国での繊維品の知的財産権侵害への対策のため、日本繊維産業
連盟と中国紡織工業協会との間で「知的財産権の保護に関する日中
了解覚書」（ＭＯＵ)を２００８年１２月に締結。

Ａ

↓ （２）プロモーションを強化する

328

①「東京発 日本ファッション・ウィーク」を世界への
発信拠点とする
「東京発 日本ファッション・ウィーク」のブランド価
値を向上させ、我が国のファッション情報発信拠点とし
ての地位の確立を図るため、２００８年度において、
「東京発 日本ファッション・ウィーク」における国内
外の広報や一般消費者を対象としたイベントを充実させ
るとともに、若手の登竜門としての機能を強化し、既に
地位が確立しているパリやミラノのコレクションとの差
別化を図る。

107
～
108

◎

ファッション産業の振興のためには、他分
野のイベントとの連携等による「東京発 日
本ファッション・ウィーク」の強化・充実が重
要であるため。

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

経済産業省 　第７回ＪＦＷ（平成２０年９月１日～７日）及び第８回ＪＦＷ
（平成２１年３月２３日～２９日）を開催した。また、ＪＦＷ開催
の他、ニューヨークなど海外において、ＪＦＷ参加デザイナーによ
るショー、展示会等を開催した。更に、若手の登竜門としての機能
を強化するため、「SHINMAI　Creator’s　Project」を立ち上げ、
第８回ＪＦＷで実施した。

Ａ

↓
②日本のファッションを世界一流のブランドとして浸透
させる

329

ⅰ）国際交流基金やＪＥＴＲＯ等が支援を行う海外展示
会等において、日本の優れたテキスタイルやアパレルの
出展支援を強化するとともに、これらの取組が若手デザ
イナーや中小繊維製造事業者等にとって利用しやすいも
のとなるようその周知のための活動を拡大する。

108

－
国際交流基金やＪＥＴＲＯによる海外展示
会等への出展支援は着実に実施されてい
るため。

外務省 　国際交流基金では、平成２０年度に主催の海外展「WA－現代日本
のデザインと調和の精神」展や「巡回展　現代日本デザイン１００
選」等において、日本のプロダクトデザインやファッションを紹介
した。また、市民青少年交流助成にて「日露学生による服飾造形に
関する意見交換会」への助成を行った。

Ａ

経済産業省 　日本のアパレル等の海外展開を支援するため、ＪＥＴＲＯが行う
「パリサロン展」出展支援事業の強化（ファッションジャーナリス
ト等からなる出展審査委員会を設置や審査基準を策定等）を行っ
た。また、本事業の周知を図るため、インターネットでのＰＲする
とともに、ＪＦＷ参加デザイナー等に広くＰＲを行った。また、
ファッションジャーナリストやバイヤーをコーディネーターとして
委嘱し、出展者拡大に向けた取組を行った。

Ａ

330

ⅱ）日本の優れたデザイナー等が海外においてプロモー
ション活動等を行う際、海外において発信力のある在外
公館を活用することを支援する。 ◎

世界各地に所在する在外公館を活用した
日本ブランドに関する情報発信等の取組
の強化が重要であるため。

外務省 　在外公館文化事業として日本人デザイナー作品展（平成２０年６
月～９月、英国）、日本人デザイナーによる講演会（平成２０年７
月、オーストリア）を行った。

Ａ

経済産業省 　在外公館を通じた海外発信の方法について検討を行った。 Ｃ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

↓
第５章　人材の育成と国民意識の向上－知的財産人材育
成総合戦略を実行する－

↓
１．海外との交流を活発化し、グローバルな知財人材育
成を実行する

↓
（１）アジア諸国における知的財産に関する人材育成を
支援する

331

①アジア諸国の人材の受入れと専門家派遣を拡充する
日本をアジアの知財人材育成の拠点とすべく、知財人材
の受入れと専門家の派遣を拡充することにより、アジア
諸国の知財人材との連携の深化や人材ネットワークの充
実を図る。また、大学の学部や大学院、知財系の学会な
どにおける同様の取組を奨励する。

109

－ 項目54と統合することが適当。

外務省 ・アジアのほぼ全域に対して知財人材の受入と専門家を派遣。
　例えば、マレーシア「知的財産権人材育成に係るMyIPO行政能力
向上プロジェクト」（研修「特許」マレーシア4名）。中国「知的
財産権保護プロジェクト」（研修「行政・法政コース」中国15名）
などを実施。

Ｂ

文部科学省 ・WIPO（世界知的所有権機関）との協力により「アジア地域著作権
制度普及促進事業」を実施した。
①アジア・太平洋地域でのシンポジウムの開催（マレーシア）
②途上国の国民を対象とした、著作権の重要性に関する啓発を目的
としたセミナーの開催（3カ国・5カ所）
③途上国への著作権専門家派遣（スリランカ）
③途上国の取締機関職員を対象とする研修の実施（5カ国10名、2週
間）
④途上国における集中管理団体設立を目的とした、政府職員や著作
権管理団体職員等を対象とする研修の実施（2カ国8名、1週間）

・その他、独立行政法人国際協力機構（JICA）との協力により、途
上国の政府職員等を招へいした著作権研修を実施（5カ国8名、3週
間）。
・知財分野を含めた様々な分野における留学生の受け入れに対する
支援を行っているほか、『知的財産推進計画』（知的財産戦略本部
決定）について、国公私立大学に対し事務連絡を発出するととも
に、各種会議等での説明を通じて周知することにより、各大学にお
ける知的財産教育の自主的な取組を促している。

Ａ

厚生労働省 ・２００５年度より、外国人雇用サービスセンターを中心に、留学
生に対する職業相談・紹介等を行い、国内就職支援を実施した。さ
らに、大学との連携を強化し、集団的な就職ガイダンス等を在学年
数の早い段階から積極的に実施した。また、外国人雇用サービスセ
ンター等との連携の下、一般の学生向けセンターにおける外国人留
学生に対する積極的な就職支援を行うなど、留学生の国内就職を推
進した。

Ｂ

経済産業省 ・2008年度については、アジア太平洋地域を中心とした知的財産関
係者を官民合わせ246名受け入れた。また、24名の専門家を派遣。
・1996年度から2008年度までの間、アジア太平洋地域を中心に55か
国1地域から官民合わせ3076名の研修生を受入れ。また、同期間に
16か国1地域から383名の専門家を派遣。

Ｂ

332

②研修機関間の国際的なネットワークを構築する
２００８年度から、日本と中国の知財人材育成機関間で
対話の場を設置して、組織や業務内容について情報交換
を行うなど、アジアにおいて日本が中心となって研修機
関間のネットワークの構築を行う。

109

－
省庁が主体的に研修機関間のネットワーク
の構築に取り組んでいくため。

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

経済産業省 ・２００８年５月に、（独）工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩ
Ｔ）と中国知識産権培訓中心との間で日中知的財産人材育成機関間
連携会合を北京にて開催し、２００８年１１月に、ＩＮＰＩＴと韓
国の国際知識財産研修院との間で日韓知的財産人材育成機関間連携
会合を大田にて開催し、業務概要等についての情報交換、両機関の
協力についての意見交換を行い、アジアの主要出願国である日中及
び日韓の知的財産人材育成機関間ネットワークを構築した。

Ａ

333

（２）国際的な知的財産専門人材を育成する
国際的な産学官連携体制の強化に対する支援を通じて、
科学技術や海外での侵害訴訟及び契約実務に精通し、経
営に明るく国際的に通用する知財専門人材の育成を図
る。
また、知的財産権分野における専門家に海外研修等を受
けさせることにより、国際的に通用する知財専門人材の

109

○

専門家の海外研修についてはこれまでの
取組を評価し、今後の取組のあり方につい
て検討が必要。
弁理士等については、海外の知財専門人
材との交流を通じて国際的に通用する人
材の育成を図ることが必要。

文部科学省 ・２００８年７月、産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラ
ム）において選定した６６機関のうち、国際的な産学官連携活動の
推進に取組む１７機関に対して、海外大学技術移転機関や海外特許
事務所におけるＯＪＴ等を実施するために必要な支援をした。

Ａ

経済産業省 ・大学等の知財分野の研究者等に、国内外の知財に関するテーマに
ついて研究させると共に、海外の知財に関する研究機関や学会に派
遣することで知財に関する知識の習得を図った。 Ｂ

↓ ２．知的財産専門人材を育成する
↓ （１）総合プロデュース機能を強化する

334

①総合プロデューサーを育成する
イノベーション環境の変化に応じつつ、経営・事業戦略
に知的財産戦略を組み込むためには、価値ある知的財産
を見出し、それを他のリソースと有効に結び付けて事業
化まで関与する総合プロデュース機能の強化が必要であ
る。このため、特許流通・技術移転の専門家を養成する
ための研修や国際特許流通セミナーの開催により、知財
流通の担い手を育成するとともに、知的財産流通や知財
信託等の事例の公表を通じて知財流通業務の魅力をＰＲ
し、優秀な人材の参入を奨励する。

110

－
省庁が主体的に研修や国際特許流通セミ
ナーを行っていくため。

経済産業省 ・特許流通・技術移転の専門家を養成するため、工業所有権情報・
研修館において特許流通講座の基礎編を10回、実務編を3回開催し
た（2009年3月末）。また、「国際特許流通セミナー2009」を2009
年１月に開催した（参加者2,455名）。
・知財信託等の資金調達事例や知的財産の流通に係る現状について
取りまとめた報告書（「知的財産の流通・資金調達事例調査報
告」）、及びその他の最新の資金調達事例等を経済産業省のウェブ
サイトやセミナー等により普及した。
・グループ内信託における届出・申請手続きに必要となる書類のサ
ンプルを経済産業省のウェブサイト等を通じて普及した。

Ａ

335

②総合アドバイザー型の弁理士を育成する
中小・ベンチャー企業、大学、研究機関等の産業技術力
強化に向けた総合的支援を行うため、２００８年度か
ら、企業部員を交えて議論し合う研修や企業の経営・事
業戦略に接する機会などを通じて、コンサルティングや
マーケティング、知財戦略策定等を含めた知的創造サイ
クルの全般にわたった総合アドバイザー型の弁理士を多
数育成するよう日本弁理士会に促す。

110

○
総合プロデュース機能の強化を図るという
観点から、引き続き、総合アドバイザー型
弁理士の育成を進めることが適当。

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

経済産業省 ・日本弁理士会が実施している知財ビジネスアカデミー等を通じ、
総合アドバイザー型弁理士を育成する活動を推進するよう日本弁理
士会に要請。
・日本弁理士会は知財ビジネスアカデミーにおいて、知財関係者を
交え、マーケティングやコンサルティング、知財戦略策定など知財
戦略支援に関する講義を開催した。
・経営や会計にも明るくコンサルティング等にも優れた総合アドバ
イザー型弁理士を育成するため、継続研修のカリキュラムに、コン
サルティングやマーケティング、知財戦略策定等に関する科目を盛
り込んだ。

Ａ

336

③産学連携従事者の増員や能力の向上を図る
若手研究人材に対するＴＬＯ、大学知的財産本部、大学
発ベンチャー、ベンチャーキャピタル、研究開発型独立
行政法人、資金配分型独立行政法人等でのＯＪＴ等を通
じて、研究開発成果を知的財産に結び付け、知的財産を
事業化に結び付けるための能力開発を行う取組を支援す
る。

110

◎
総合プロデュース機能の強化を図るという
観点から、引き続き、産学連携従事者の能
力の向上を進めることが適当。

文部科学省 ・２００８年７月、産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラ
ム）において選定した６６機関のうち、知的財産活動基盤の整備に
取組んでいる１９機関に対して、教職員等を対象とした知的財産研
修会等の実施を支援した。
・JSTの技術移転支援センター事業において、大学等の研究成果を
実用化する人材の育成・確保のため、大学、ＴＬＯ等における技術
移転業務を支援・サポートする人材（目利き人材）の専門能力の向
上、目利き人材のネットワーク構築等を目的とした目利き人材育成
研修を実施。2008年度は712人の参加を得た。

Ａ

経済産業省 ・産業技術フェローシップ事業（２００８年度予算額：２．０億
円）を実施し、産学連携業務に従事し、知財を事業化に結び付ける
ための能力を有した人材の養成を支援。
・独立行政法人産業技術総合研究所では、産総研イノベーションス
クールを開講し、ポストドクターを対象に、企業経験者による講義
やＯＪＴを通して、民間企業における知財戦略の考え方の習得を図
り、知財を含めた技術経営力の強化に資する人材の育成に努めた。
・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）
では大学の研究・教育機能を活用し、産業技術の発展の場と人材育
成を目的として、平成２０年度は、「ＮＥＤＯ特別講座」を５大学
を拠点として、９つのコアプロジェクトについて実施した。

Ａ

337

④各種専門家を知的財産分野で活用する
２００８年度から、科学技術基本計画で定められた重点
推進分野などの先端技術に深い知識と経験を有する者、
金融についての知識経験を有する者などを知財専門人材
として活用するために、知財に関する様々な職種の情報
を収集し、業界紙、学会誌、シンポジウム、セミナー等
を通じて周知・紹介する。

110

－
知財に関する様々な職種はいろいろなとこ
ろで周知・紹介されるようになったため。

経済産業省 ・（独）工業所有権情報・研修館のホームページ内に、大学知的財
産アドバイザー派遣先大学の一覧表を掲載した。また、大学知的財
産アドバイザーの事業について、セミナーや講演の場で紹介を行っ
た。

Ａ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

↓ ２）弁理士の大幅な増員や資質の向上を図る

338

ⅰ）弁理士の資質の向上を図るため、２００８年度か
ら、弁理士登録をしようとする者に対する実務修習や既
登録弁理士に対する継続研修の実施などにより、複雑化
する技術や国際化に対応でき、顧客からの信頼を得るこ
とができる弁理士を育成するための日本弁理士会の取組
を促すとともに、大学（法科大学院、知財専門職大学
院）、工業所有権情報・研修館等を活用するよう促す。
また、弁理士の大幅な増加を図る。

111

○
引き続き、弁理士の必要な増員や資質の
向上を図ることが適当。

文部科学省 ・各種機会を通じて、弁理士研修の機会の提供など、法科大学院や
知的財産専門職大学院に対し周知している。

Ａ

経済産業省 ・実務修習及び継続研修について充実したカリキュラムを作成し、
複雑化する技術や国際化に対応でき、顧客からの信頼を得ることが
できる弁理士を育成するよう、日本弁理士会に要請。
・最新の法令や技術動向等、専門的能力の維持・向上を図るための
継続研修は、平成２０年４月１日より開始。
・弁理士になろうとする者が実際の出願書類の作成等の実務能力を
担保するための実務修習については、平成２０年１２月１１日より
開始。
・平成２０年度に行われた弁理士試験の合格者数は５７４名。
・弁理士は、昨年度の試験実施以降、現在までに約５００名増加
し、現在の弁理士総数は約７，８００名。
・２００８年度２月末時点において、（独）工業所有権情報・研修
館が、弁理士や民間企業の知的財産関係者等を対象に実施した「審
査基準討論研修」等に弁理士が受講した。

Ａ

339

ⅱ）新たな制度の運用状況や弁護士・弁理士の活動状況
等の実情も踏まえ、特定侵害訴訟における単独受任等の
検討も含めた弁理士の積極的活用等について、２００８
年度以降検討を行う。

111

○

特許侵害訴訟における単独受任等の検討
も含めた弁理士の積極的活用等について
は、現制度の運用状況や弁護士・弁理士
の活動状況等の実情を踏まえつつ、必要
に応じて検討を行うことが適当。

法務省 ・新たな制度の運用状況を見守ってきたところである。
Ｃ

経済産業省 ・平成２０年度に行われた特定侵害訴訟代理業務試験の合格者は２
８７名。
・特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士総数は約２，２００
名となった。
・特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士の活動状況等の実情
を把握するために、引き続き調査する。

Ｃ

340

ⅲ）大企業に比べて紛争対応力の弱い中小企業やベン
チャー企業における弁理士の活用など、紛争処理に関す
るユーザーの多様なニーズに応えるため､いわゆる付記
弁理士になるための研修や付記弁理士に対するより一層
の啓発を行うための研修について、日本弁理士会の取組
を促す。

111

－
特定侵害訴訟代理業務に関する能力担保
研修や付記弁理士研修など、弁理士会の
自主的な取組に委ねることが適当。

経済産業省 ・特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士総数は約２，２００
名となった。
・付記弁理士等の資質の維持・向上を図るため、研修カリキュラム
の充実を図るよう日本弁理士会に要請。
・日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務試験を受験する前に行う
付記弁理士となるために必要な能力を担保する研修（４５時間）を
実施。また、付記弁理士に対し、実際の特定侵害訴訟の実務の遂行
を円滑かつ効果的に行うために必要な知識を習得するための研修
（１７～２０時間）を実施。

Ａ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

↓ ３）知財に強い弁護士の大幅な増員や資質の向上を図る

341

ⅰ）法曹人口の大幅な増加が図られている中で、司法修
習において地方裁判所知的財産権部や知財法律事務所に
よって提供される選択型実務修習プログラムに積極的に
応募することなどにより、知財に強い弁護士が増加する
ことを期待する。
また、知的財産法を含む選択科目別の司法試験合格者数
を調査するなど、知財に強い法曹人材の養成が適切に行
われているか検証する。

111

○
引き続き、知財に強い弁護士の増員や資
質の向上を図ることが適当。

法務省 ・司法試験委員会は，２００８年の新司法試験に関し，知的財産法
を含む選択科目別の司法試験合格者数を公表した。それによれば，
合格者のうち知的財産法を選択した者は３０９人で，選択科目８科
目中３番目に多かった。新司法試験合格者のうち知的財産法を選択
した者は２００６年は１５９人，２００７年は２９８人であり，着
実に増加している。

Ａ

342

ⅱ）２００８年度から、知財に関する研修への参加や講
義の受講等弁護士の自己研鑽を通じて、企業の経営・事
業戦略をサポートするのに必要な知財実務に強い弁護士
が増加することを期待する。
また、弁護士が企業内で知財実務に直接携わることがで
きるよう意識の改革や環境の整備を促す。

111

－
知財に強い弁護士という観点から、項目
341と統合することが適当。

法務省 ・政府における知的財産推進計画の策定、実施等の動きを受けて、
日本弁護士連合会と日本弁理士会が共催する知財に関する共同セミ
ナーが、９月２０日（大阪）、１０月４日（東京）で開催された。
さらに弁護士のみを対象とする日本弁護士連合会知財特別研修が１
１月１９日に開催された。
・また、企業等の弁護士の求人情報等については日弁連ＨＰ内の
「ひまわり求人求職ナビ」にて情報が提供されており、その自主的
な取組を的確に見守ってきたところである。

Ａ

343

４）特許庁の実務に関する知見・ノウハウの開放を推進
する
２００８年度から、特許庁審査官の審査手法をベースに
した実践的な検索実務に関する研修のほか、特許庁の拒
絶理由通知書に対する応答や審査基準等に関する研修を
地方でも実施するなど、特許庁の実務に関する知見・ノ
ウハウの開放をより一層推進する。

112

－
省庁が主体的に知見・ノウハウの開放を進
めていくため。

経済産業省 ・（独）工業所有権情報・研修館において、特許庁の実務に関する
知見・ノウハウを開放するため、２００９年２月末までに以下の研
修を開催した。
「検索エキスパート研修（上級）」３回
「検索エキスパート研修（中級）」２回（うち地方開催１回）
「検索エキスパート研修（意匠）」１回
「特許審査基準討論研修」３回
・また、２００８年度より、拒絶理由通知書への応答についての講
義を新たに開催した（地方開催１回）。
・２００９年３月に、「検索エキスパート研修（上級）（第４
回）」、さらに、特許庁の実務に関する知見・ノウハウを開放する
ため以下の研修を新設・実施する予定。
「意匠審査基準討論研修」１回
「意匠拒絶理由通知応答研修」１回

Ａ

↓ ３．知的財産創出・マネジメント人材を育成する

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

344

（１）研究者・開発者の知的財産意識を高める
２００８年度から、知財戦略や知財ポートフォリオの構
築を支援する知財プロデューサーを研究開発プロジェク
トに派遣することにより、プロジェクトの知的財産戦略
を強化するとともに、知財プロデューサーが研究者・開
発者と緊密なコミュニケーションを行うことにより、研
究者・開発者の知的財産意識を高める。

112

○
総合プロデュース機能を強化するという観
点から、知財プロデューサーの派遣先を拡
充することが必要であるため。

経済産業省 ・２００８年１２月から、大学を含む研究開発プロジェクトに対し
て、知財プロデューサーの派遣を開始し、知財プロデューサーが研
究者と意見交換を行うことで研究者の知財意識を涵養した。
・知財プロデューサー派遣事業における、特許流通アドバイザー及
び特許情報活用支援アドバイザーのサポート内容・体制について検
討し、支援体制を構築した。

Ａ

345

（２）経営者・経営幹部の知的財産意識を高め産業界の
意識を改革する
企業の経営者・経営幹部が知財を正しく理解し、知財戦
略を事業戦略・研究開発戦略に組み込むことができるよ
う、経営者・経営幹部を対象とした知財戦略セミナー、
シンポジウム、大学等における知財マネジメントスクー
ル、関係府省との意見交換等を通じた啓発活動を行う。
また、２００８年度から、経営者などのメンバーが企業
の抱える知的財産問題やその対策、知的財産の活用事例
などについて発表・討論し合う取組を全国的に推進する
ための必要な方策を検討し、順次、取組を開始する。
さらに、２００８年度から、企業等における技術経営力
の強化に資するよう、産業技術総合研究所等において、
「イノベーションスクール（仮称）」を開催し、人材育
成を図る。

112

◎

セミナー、意見交換、イノベーションスクー
ル、各企業や業界団体との意見交換会等
を通じて、引き続き、経営・事業に携わる者
の知財意識を高めることが適当。

経済産業省 ・経営者・経営幹部の知的財産意識を高め産業界の意識を改革する
ため、特許庁幹部と国内企業経営者・経営幹部との意見交換を行っ
た（９８社）。
・また、地域知財戦略本部事業において、経営者等を対象とした知
財戦略に関するセミナーやシンポジウムを実施した。例えば、中
小・ベンチャー企業向けのセミナーは２８８回開催され、９４５１
名が参加した。
・独立行政法人産業技術総合研究所では、産総研イノベーションス
クールを開講し、ポストドクターを対象に、企業経験者による講義
やＯＪＴを通して、民間企業における知財戦略の考え方の習得を図
り、知財を含めた技術経営力の強化に資する人材の育成に努めた。
・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）
では大学の研究・教育機能を活用し、産業技術の発展の場と人材育
成を目的として、平成２０年度は、「ＮＥＤＯ特別講座」を５大学
を拠点として、９つのコアプロジェクトについて実施した。

Ａ

農林水産省 ・農林水産・食品分野の知的財産の活用促進と知的財産関係者の連
携促進を図るため独立行政法人研究機関、大学農学部、TLO、都道
府県等、民間企業等を対象に「農林水産知的財産ネットワークシン
ポジウム」を開催した（１０月２９日：東京）。

Ｂ

↓
（３）農林水産分野や食品分野の知的財産人材を育成す
る

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

346

①農林水産分野や食品分野において知的財産に詳しい人
材を育成する２００８年度から、知財人材育成機関との
連携を通じて農林水産関係者・食品産業関係者を対象と
した知的財産研修を充実させるなどにより、農林水産省
と経済産業省が連携しながら、農林水産分野や食品分野
の知的財産人材を育成する取組を一層推進する。

113

○

農林水産分野で知財の重要性が高まって
いるところ、人材育成の基本的考え方や研
修方針など人材育成の方針を検討する事
業検討委員会の開催を通じて、当委員会
の意見を踏まえて、地域ブランドや生産現
場における知的財産の活用を中心とした研
修を充実させることが必要。

農林水産省 ・知財人材育成機関との連携の下、農林水産関係者・食品産業関係
者を対象とした知的財産研修を各地で実施した。
・農業現場の関係者向けの基礎的な研修を4ヶ所（大宮、仙台、大
阪、熊本）、都道府県等職員向けの基礎・応用研修を1ヶ所（東
京）で実施した。
・また、各地で地方農政局と経済産業局等の共催による農林水産関
係者・食品産業関係者を対象とした知的財産セミナーを開催した。
・農林水産分野の知的財産専門家の不足を補完するため、独立行政
法人研究機関、大学、TLO、都道府県等の知的財産担当者等を対象
に実践的なスキルの向上を目的とした「農林水産知的財産専門家養
成ワークショップ」を東京、大阪で開催した（１０月１６～１７
日、１１月６～７日：東京、１１月１８～１９日、１２月１６～１
７日：大阪）。

Ｂ

経済産業省 ・農林水産関係者や食品産業関係者等を対象とした農林水産食品関
連知財セミナーを各地域知財戦略本部事業において実施した（開催
回数：５６回、参加者数：約１，８００名。 Ａ

347

②普及指導員の知的財産に関する資質の向上を図る
農業技術・経営に関する支援活動において農業者に接す
る機会の多い普及指導員の知的財産に関する資質の向上
を図るため、２００８年度から、普及指導員の資格試験
に育成者権や商標権を中心とした知的財産権に関する設
問を導入する。
また、育成者権等の権利取得支援や権利侵害の未然防止
を図るため、実務的な視点を含めた普及指導員向けの研
修を実施する。

113

－

普及指導員の資格試験に知的財産権に関
する設問が導入されたため。
また、省庁が主体的に普及指導員の資質
の向上に取り組んでいくため。

農林水産省 ・平成２１年度普及指導員資格試験において、育成者権や商標権を中
心とした知的財産権に関する設問を導入するとともに、普及指導員を対
象とした知的財産専門研修（６月東京、７月仙台、８月岡山、９月熊本）を
実施し、普及指導員の資質向上を図った。

Ｂ

↓ ４．国民の知的財産意識を向上させる

348

１）学校における知的財産教育を推進する
２００８年度から、知的財産教育の必要性が明確化され
た学習指導要領の見直しを踏まえつつ、創意工夫に対す
る興味やオリジナリティの尊重を教えるなど、各学校段
階に応じた知財教育を推進する。
また、２００８年度から、児童等に対する知財教育の在
り方を検討するため、知的財産に関するテキストの配布
やセミナーの開催に当たりアンケートを実施し、知財教
育現場の現状を調査する。

113

◎
知財教育現場の現状を踏まえつつ、引き
続き、各学校段階に応じた知財教育を進め
ることが適当。

文部科学省 ・２００８年３月に改訂し、知的財産に関する教育内容の充実を
図った小・中学校学習指導要領について、教員一人一人に学習指導
要領の冊子を配布したり、各種説明会等を開催したりして、その趣
旨の周知・徹底に努めた。また、２００９年３月に、高等学校の学
習指導要領を改訂し、知的財産に関する教育内容の充実を図った。

Ａ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。
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項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

経済産業省 ・小学生、中学生、高校生を対象に、各学校段階に応じた知財に関
するセミナーを、全国の経済産業局特許室にて開催した。例えば、
小学生、中学生及び高校生等向けセミナーは開催４４８回、参加者
数３２，５６０人。その際にアンケートを実施した。
・また、（独）工業所有権情報・研修館と協力して、知財に関する
テキストの配布やセミナー開催に関するアンケートを実施し、教育
現場の現状を調査した。

Ａ

↓ （２）地域における知的財産教育を推進する

349

①課外活動を通じた知的財産人材育成を推進する
創造性をはぐくむ教育により柔軟な発想力と豊かな創造
性を養うとともに、自らが新しいアイディアやモノを創
造する体験を通じて培われるオリジナリティを尊重する
意識を自己や他人の権利を尊重する意識に発展させるべ
く、地域の工作教室、発明教室等の知的財産の創作に関
する課外活動を通じた知財教育の充実を促す。
また、２００８年度から、指導員の知的財産に関する知
識を高める機会を増やすために知的財産管理技能検定の
受検を慫慂するとともに、専門家の派遣及び実践指導を
通じて指導者の育成を図る。

114

－
各学校段階に応じた知財教育という観点か
ら、項目348と統合することが適当。

文部科学省 ・次代を担う青少年（小中学生）に対して、実際にものをつくるこ
との大変さや完成の感動の体験を通じて、技術に対する興味を高
め、その重要性を十分に認識させるとともに、知的財産に対する意
識を育むことを目的に「ものづくり体験教室」を実施し（128ヶ
所、参加者5,476名）、併せて優秀な作品を制作した生徒を選考し
「ものづくり体験教室全国大会」を実施した。

Ａ

経済産業省 ・創造性の開発や知的財産の保護・活用を一体とした知的創造サイ
クルを普及啓発するため、青少年の課外活動において創作・創造性
開発活動を行う指導者に対し、全国で研修会を３５回、実践指導会
を４０回それぞれ開催した。

Ａ

350

②学校と地域との連携による知的財産人材育成を推進す
る
学校と地域産業界が連携して若手ものづくり人材の育成
を図る事業等を通じ、学校と地域産業界の連携による知
財を創出する技術者などの人材育成を促す。
また、２００８年度から、学校と地域の大学・企業等と
が連携して児童や生徒の科学技術や産業技術に対する興
味・関心をはぐくむ事業等を通じ、児童や生徒の創造性
の育成、イノベーションを担う人材に魅力を感じるよう
な職業観 醸成を図る

114

－
各学校段階に応じた知財教育という観点か
ら、項目348と統合することが適当。

文部科学省 学校と地域産業界が連携して若手ものづくり人材等の育成を図る
「地域産業の担い手育成プロジェクト」を43地域で実施し、学校と
地域産業界の連携による知財を創出する技術者などの人材育成を促
した。

Ｂ

経済産業省 ・児童や生徒の科学技術や産業技術の社会的価値等に関する理解を
促進し、職業観を醸成するため、学校等における産業界の技術者等
を活用した取組を支援した。

Ｂ

351

（３）知的財産の創造、保護、活用の体験教育を充実す
る
高校生や大学生を対象としたパテントコンテストや中学
生を対象としたものづくり知的財産報告書コンテストの
充実を図ることにより、知財の創造、保護、活用の体験
教育を推進する。

114

○
従来のパテントコンテストに加えてデザイン
パテントコンテストを実施することにより、体
験教育を一層充実させることが必要。

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

文部科学省 ・高校・高等専門学校・大学に対し、パンフレット等を幅広く配布
し、パテントコンテスト開催の周知に努めるとともに、主催者の一
人として運営に協力した。 Ａ

経済産業省 ・高校生、高専生、大学生等を対象としたパテントコンテストを実
施した。また、大学生等を対象として試行的にプレデザインパテン
トコンテストを実施した。（参考：平成２０年度パテントコンテス
ト応募総数２４８件、表彰件数12件。プレデザインパテントコンテ
スト応募総数19件、表彰件数１９件）
・中学生を対象とした「ものづくり知的財産報告書コンテスト」を
実施した。

Ａ

352

（４）知的財産を含めた消費者教育を推進する
「消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産
権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならな
い。」という消費者基本法の規定及び２００７年度に結
論を得た消費者教育の体系化を踏まえ、２００８年度か
ら、より効果的な消費者教育の実施のための検証・検討
を行い、消費者教育の担い手の育成などに向けた取組を
推進する。

114

－
内閣府が主体的に知的財産を含めた消費
者教育を進めていくため。

内閣府 ・２００７年度に策定した市民講師育成プログラムを用いた市民講
師育成講座を開催し、消費者教育（知的財産を含む）の市民講師を
育成するとともに、同プログラムの内容を検証した。また、教材等
の消費者教育に関する基盤的情報を提供するための「消費者教育
ポータルサイト」を構築した。その他、消費者行政推進基本計画
（２００８年６月閣議決定）で示された消費者市民社会にふさわし
い消費者市民教育の検討に資するため、各国の消費者市民教育（知
的財産を含む）について調査・研究を行った。

Ａ

文部科学省 ・著作権に関する普及啓発事業
　対象者別セミナーを実施。
　　国民一般　　　全国１０ヶ所
　　都道府県職員　全国　１ヶ所
　　図書館等職員　全国　３ヶ所（エルネット通信を実施）
　　教職員　　　　全国　１ヶ所（エルネット通信を実施）
　「はじめて学ぶ著作権」教材開発（新規）
  「著作権教育研究協力校」における著作権教育の具体的手法の研
究開発を実施

Ａ

353

（５）知的財産に関する国民への啓発活動を強化する
児童・生徒、大学生、社会人一般、実務者向けに、弁護
士や弁理士などを含めた民間の知財の専門家を活用しつ
つ、それぞれの特性を踏まえた知財に関するセミナーの
開催等を行う。

115

－
省庁が主体的にセミナーの開催等を実施し
ていくため。

文部科学省 ・社団法人日本知財学会による研究分科会の開催等の取組を促進。
・２００８年度、２６の大学等で行われた研修会等において、大学
等が知的財産活動を行う際の留意事項等について周知を行った。 Ａ

農林水産省 ・知財人材育成機関との連携の下、農林水産関係者から一般までを
対象とした知的財産基礎研修を全国4ヶ所（大宮、仙台、大阪、熊
本）で実施した。
・農林水産・食品分野の知的財産の活用促進と知的財産関係者の連
携促進を図るため独立行政法人研究機関、大学農学部、TLO、都道
府県等、民間企業等を対象に「農林水産知的財産ネットワークシン
ポジウム」を開催した（１０月２９日：東京）

Ｂ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

経済産業省 ・各地域知財戦略本部事業において、各種セミナー（児童・生徒・
学生向け、教職員向け、中小・ベンチャー向け等）を実施するとと
もに、知財に関する初心者・実務者向けの説明会を全国各地で開催
した。
・例えば、児童及び生徒等向けセミナーは開催６０８回、参加者数
３９０００人、産業財産権セミナーは開催４７０回、参加者数１６
０００人。また、初心者説明会は開催５４回、参加者数７２３９
人、実務者説明会は開催７２回、参加者数１５８０４人。

Ａ

↓ ５．知的財産人材育成を官民挙げて進める

354

（１）知的財産人材育成推進協議会を支援する
２００８年度から、知的財産人材育成推進協議会を中心
とした関係機関の連携の下、イノベーション環境の変化
に応じた知的財産人材や経営・事業戦略に知的財産戦略
を組み込むことができる知的財産人材を育成するなど、
各関係機関の特色を打ち出した活動を行いつつ、関係機
関間の相乗効果を発揮した活動を行うよう促すととも
に、これを支援する。
また、２００８年度から、各関係機関の研修を系統立て
て整理した上で研修情報を発信するとともに、外部から
の問い合わせに対して適切な研修等を紹介できる体制や
各関係機関が共同で利用できる研修会場など、各関係機
関の知的財産人材育成事業を円滑に行うためのプラット
フォームの構築を図るよう促す。

115

○

研修機能の更なる底上げを図るべく、知的
財産人材育成推進協議会の各関係機関に
おいては、多様なキャリアパスに応じた研
修等を実施していくことが必要。

法務省 ・知的財産人材育成推進協議会の会合に必要に応じてオブザーバー
参加するなどして、その活動や取組に協力した。 Ｂ

文部科学省 ・知的財産人材育成推進協議会の会合にオブザーバーとして参加す
るなど、その活動、取組に協力してきたところである。 Ａ

経済産業省 ・知的財産人材育成推進協議会の活動を支援した。同協議会は定期
的に作業部会を開催し、参加機関間の連携を図ると共に、2008年9
月に知財人材育成のためのイベントを大学と協力して開催し、各機
関が取り組む研修や事業の紹介等を行った。

Ａ

↓ （２）知的財産の教育者や教材・教育ツールを開発する

355

①知的財産の教育者を育成する
初等中等教育や大学、民間企業など広範な分野において
知財人材の育成が求められているため、小学校、中学
校、高校のそれぞれの教員を対象とした知的財産に関す
る集中的な研修を通じ教育者を育成する。
また、２００８年度から、知的財産人材の研修機関が教
員の研修機関と連携して研修を実施する。

115

○
学校や課外活動における知財教育を充実
させるという観点から、引き続き、教育者の
育成を図ることが適当。

文部科学省 ・著作権に関する普及啓発事業
　対象者別セミナーを実施
　　国民一般　　　全国１０ヶ所
　　都道府県職員　全国　１ヶ所
　　図書館等職員　全国　３ヶ所（エルネット通信を実施）
　　教職員　　　　全国　１ヶ所（エルネット通信を実施）

Ａ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

経済産業省 ・小学校から高校、高専の教職員を対象とした知財教育セミナーを
各地域知財戦略本部事業において実施した（開催回数：６２回、参
加者数：約２，２００名。
・２００８年８月に、（独）工業所有権情報・研修館と（独）教員
研修センターが連携し、専門高校の教員を対象に知財教育に関する
以下の研修を実施。「産業・情報技術等指導者養成研修（工業：Ｂ
－２）」１回開催

Ａ

356

②知的財産教育に関する教材・教育ツールを開発する
２００８年度から、学校での知財教育を充実させるた
め、初等中等教育における各段階に応じた教材や手引書
の改訂を図る。また、経営や経済等を学ぶ学生を対象と
する、知的財産の活用をテーマとした教材の開発を図
る。
ｅラーニングを始めとして、いつでもどこでも知的財産
を学べるよう、２００８年度から、教材のダウンロード
が可能な環境の整備のほか、知的財産をテーマとした
ゲーム、クイズ、ワークブック等の開発を通じて、教材
の充実を図る。

116

－

省庁が主体的に教材・教育ツールの開発
を行っていくため。
なお、経営や経済等を学ぶ学生を対象とす
る、知的財産の活用をテーマとした教材に
ついては、項目364と統合する形で、その
開発を推進する。

文部科学省 ・２００９年３月に告示した新しい高等学校学習指導要領におい
て、工業や商業等に関係する科目の中で、知的財産権について取り
扱うこととした。
・著作権に関する普及啓発事業
 「はじめて学ぶ著作権」教材開発（新規）。経験豊富な教員（計
７名）を協力者として委嘱し、新規教材の開発を実施。

Ａ

経済産業省 ・（独）工業所有権情報・研修館において、産業財産権標準テキス
ト、副読本の改訂作業及びｅラーニング学習教材等の充実を図っ
た。
・ｅラーニングにおいて、いつでもどこでも知的財産を学べるよう
教材のダウンロードが可能な環境の整備を行い、２００８年４月に
モバイル端末で視聴できる教材を提供した。現在ｅラーニング教材
の充実を図っており、作成予定の学習教材においても２００９年４
月にはモバイル端末による視聴可能とする予定。

Ｂ

↓ （３）知的財産人材に関する評価指標の充実を図る

357

①知的財産管理技能検定の普及を図る
２００７年１０月、知的財産管理に関する能力を測る
「知的財産管理技能検定」が国家検定として創設され
た。２００８年度から、この検定がより多くの企業や個
人に利用されるよう、検定の普及を図る。
特に、児童や生徒等に対して知的財産教育を行う指導員
や教員の知的財産に関する知識を高める機会を増やすべ
く、２００８年度から、指導者や教員を対象とした知的
財産に関するセミナー等で検定の受検を推奨する。

116

－
知的財産教育協会が主体的に知的財産管
理技能検定の普及を図っていくため。

文部科学省 ・「産学連携による実践型人材育成事業－長期インターンシップ・
プログラムの開発－」において、大学院生等一定の専門性を有する
学生を対象に、将来各研究分野や企業活動における中核的人材育成
のためのプログラムを開発・実践する事業を公募により実施してい
るところである。選定校の一つである名古屋工業大学のプロジェク
トでは、「知的財産管理技能検定」の受検推奨、履修者への当該検
定受検義務づけ、オリエンテーションでの知的財産管理検定試験の
紹介、知的財産管理技能検定試験の模擬試験等実施を行っており、
将来の知財保護・創造における指導者等になりうる学生等に向け
て、当該検定の周知・普及を図った。

Ｂ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

経済産業省 ・教員を対象とした知財教育セミナー等の場において、「知的財産
管理技能検定」の紹介を行った。
・２００９年２月に、（独）工業所有権情報・研修館と知的財産教
育協会が連携し、知的財産管理技能士を対象としたフォローアップ
研修を1回開催し、38名が受講。
・（独）工業所有権情報・研修館が実施する知的財産推進協力校事
業の中間報告会開催時に知財管理技能検定を紹介し、受検を推奨し
た。

Ａ

358

②専門職種ごとの実務能力を評価する制度を充実させる
２００８年度から、特許情報の検索技術を競い合う特許
検索競技大会の実施やサーチャー・翻訳者などの専門職
種ごとの研修や検定の充実を教育・研修機関に促すこと
により、専門職種ごとの実務能力を評価する制度を充実
させる。

116

－
教育・研修機関の自主的な取組に委ねるこ
とが適当。

経済産業省 ・（独）工業所有権情報・研修館は、関西特許情報センター振興会
と協力し、特許情報検索に携わる者に対する実務能力評価とインセ
ンティブ向上のための機会を提供すべく、２００８年８月に東京・
大阪の２会場にて特許検索競技大会を実施（参加者８６名）、当該
大会の実施後、特許・情報フェア＆コンファレンスにおいて、優秀
者３名を表彰した。また、２００９年２月に東京・大阪において特
許検索競技大会２００８フィードバックセミナーを実施した（参加
者１７１名）。

Ａ

359

（４）各種学会における知的財産関連の研究を促す
研究者等に対する知財の普及・啓発のため、２００８年
度から、自然科学系・経営系等の学会において知財に関
する研究発表や知財に関する分科会の設立を促す。ま
た、２００８年度から、知財系の学会に対しては、大学
等の教育機関で利用できる教育ツールや人材育成カリ
キュラムの開発など、知財人材育成に関する研究を行う
よう促す。

116

－ 学会の自主的な取組に委ねることが適当。

文部科学省 ・社団法人日本知財学会による研究分科会の開催等の取組を促進。
Ａ

経済産業省 ・学会での知財に関する理解を深めるべく、知財学会の分科会にお
いて知財教育の現状及び知財人材育成に関する研究についての紹介
を行った。

Ａ

（５）教育機関における柔軟で実践的な知的財産教育の
環境を整備する

360

ⅰ）大学等において知財実務の教育が実践できるよう、
知財分野に精通し、研究開発、経営、起業等に豊富な知
識・経験を有する民間企業等の人材を教員又は講師とし
て、法科大学院、ＭＯＴプログラム、知財専門職大学
院、知財を専攻する学部・学科において活用するよう自
主的な取組を促す。

117

－

知財人材を育成するための環境整備として
大学等における知財教育を充実させるとい
う観点から、項目364と統合することが適
当。

文部科学省 ・『知的財産推進計画』（知的財産戦略本部決定）について、国公
私立大学に対し事務連絡を発出するとともに、各種会議等での説明
を通じて周知することにより、各大学における知的財産教育の自主
的な取組を促している。

Ａ

361
ⅱ）法科大学院における夜間及び休日専門の課程や夜間
の講座の拡充等、実務家教員の採用や社会人の入学を容
易にするための各大学の取組を促す。

117
－

「法科大学院教育の質の向上のための改
善方策について（報告）」に基づいて、法科
大学院の自主的な取組に委ねることが適

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

文部科学省 ・「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（中間ま
とめ）」（平成20年9月中央教育審議会とりまとめ）において、夜
間コースの設定・拡充を提言し、社会人が法科大学院にアクセスし
やすい環境を整えるための各大学の取組を促した。

Ａ

362

ⅲ）競争原理に基づいて優れた教育研究を選定し財政支
援を行う各種のプログラムにおいて、知財の分野を支援
することにより、高等教育機関における知財教育を充実
させる。

117

○
引き続き、技術経営系専門職大学院のＭ
ＯＴ教育や知財専門職大学院の知財実務
教育の充実を進めることが適当。

文部科学省 ・「専門職大学院等における高度専門職業人教育推進プログラム」
において、法科大学院をはじめ、各種の専門職大学院において行わ
れる教育内容・方法の開発・充実等に取り組む優れた教育プロジェ
クトを国公私を通じた競争的環境の中で選定し、重点的な財政支援
を継続的に実施。知財教育の充実についても支援事業の対象として
いる。
・「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」の公募テーマの一つで
ある「知的財産関連教育の推進」で選定された取組（２００６年
度：５件（申請は2２５件）、２００７年度：５件（申請は２７
件））について、継続して支援を行った。

Ａ

363

（６）専門高校における知的財産教育を推進する
工業高校や農業高校などにおける知財教育に関するこれ
までの取組事例を活用するとともに、そのような取組の
普及と定着を促すため、２００８年度から、地域との連
携や学校間の連携を取り入れた教育実践プログラムの開
発を支援することにより、専門高校における知財教育を
推進する。

117

○
引き続き、知財教育推進協力校における
知財教育の充実を進めることが適当。

文部科学省 ・学校と地域産業界が連携して若手ものづくり人材等の育成を図る
「地域産業の担い手育成プロジェクト」を43地域で実施し、学校と
地域産業界の連携による知財を創出する技術者などの人材育成を促
した。

Ｂ

農林水産省 ・教育機関における産業財産権教育の支援を目的に、社団法人発明
協会が独立行政法人工業所有権情報・研修館の委託を受け実施して
いる平成２０年度「産業財産権標準テキストを活用した知的財産教
育推進協力校」の会議にオブザーバーとして参加した。

Ｂ

経済産業省 ・（独）工業所有権情報・研修館にて、工業高校や農業高校などの
専門高校を対象に、産業財産権標準テキストを活用した知財教育推
進のための推進協力校事業を実施。２００８年度は、地域との連携
や学校間連携を取り入れた実践教育が参加各校で行われた。

Ａ

364

（７）大学等における知的財産教育を推進する
知的財産に関する授業科目の開設状況を調査しつつ、高
等専門学校、大学等の工学部、理学部、農学部、医学
部、歯学部、薬学部等の理系学部や法学部、芸術学部、
経営学部といった将来の知財専門人材や知財創出・マネ
ジメント人材を育成する学部・学科等において、例え
ば、知的財産に関する授業科目の開設や、知的財産権制
度だけでなく知的財産と経営・事業との関係を教える授
業を行うなど、それぞれの専攻に即した自主的な取組を
促す。
また、２００８年度から、知的財産人材の研修機関と大
学等との連携の下、大学等における知財教育カリキュラ
ムの充実や教職員の養成を図るよう促す。

117

○

知財専門人材の能力の広域化や知財マネ
ジメント人材の育成という観点から、引き続
き、知財人材を育成するための環境整備と
して大学等における知財教育を充実させる
ことが適当。

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。



「知的財産推進計画２００８」の実施状況に対する評価　【第5章】

項目
番号

項目名 頁 担当省庁 ２００８年度に実施した内容
各省庁自己評価
（ＡＢＣＤ）

「２００９」の扱い
（◎、○、－）

理由

文部科学省 ・『知的財産推進計画』（知的財産戦略本部決定）について、国公
私立大学に対し事務連絡を発出するとともに、各種会議等での説明
を通じて周知することにより、各大学における知的財産教育の自主
的な取組を促している。

Ａ

↓ （８）法科大学院における知的財産教育を推進する

365
ⅰ）法科大学院の教員資格については、法学部の教育経
験にとらわれず、実務経験を重視して、専任教員に関す
る審査を行う。

118
－

省庁が主体的に審査を行うことになってい
るため。

文部科学省 ・本年度は法科大学院の設置認可申請がなかったため、審査を行っ
ていない。 －

366

ⅱ）これまでの知財教育の内容をレビューしつつ、知財
実務に重点を置いた教育を行うなど知的財産法関連の授
業科目を一層充実させるといった法科大学院の自主的な
取組を促す。

118

－

知財人材を育成するための環境整備として
大学等における知財教育を充実させるとい
う観点から、項目364と統合することが適
当。

文部科学省 ・知財法に関する教育の一層の充実について、『知的財産推進計
画』（知的財産戦略本部決定）を法科大学院に周知することによ
り、各法科大学院における取組を促した。 Ａ

367

ⅲ）これまでに調査分析した法科大学院の入学者選抜状
況を公表することにより、入学者選抜方針に基づく入学
試験において理系出身者に配慮するといった法科大学院
の自主的な取組を促す。

118

◎

技術的素養を有するなど知的財産に強い
法曹人材の増加が求められているところ、
法科大学院における理系出身者に関する
調査を充実させることが必要。

文部科学省 ・各法科大学院における入学者選抜の取組状況を調査し、その中
で、理系学部出身者や社会人など実務等の経験を有する人材の受入
れ状況を公表した。
・『知的財産推進計画２００８』（知的財産戦略本部決定）を周知
することにより、引き続き各法科大学院における取組を促した。

Ａ

368

（９）知的財産専門職大学院における知的財産教育を推
進する
これまでの知財教育の内容をレビューしつつ、弁護士、
弁理士に限らず、広く知財に携わる専門家を目指す者を
対象とした、実務、ビジネス、知財政策、国際面を含め
た教育を一層充実させ、知財ビジネスを多方面で支援で
きる知財専門人材を育成するといった知的財産専門職大
学院の自主的な取組を促す。

118

－

知財人材を育成するための環境整備として
大学等における知財教育を充実させるとい
う観点から、項目364と統合することが適
当。

文部科学省 ・平成１７年度より知的財産専門職大学院が開学し、知的財産に関
する専門的知識を有する高度専門職業人の養成を行っている。ま
た、「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログ
ラム」において知的財産に関するプロジェクトを支援している。
・専門職大学院の知的財産に関する教育について、各年次の『知的
財産推進計画』（知的財産戦略本部決定）を、文書や各種会議での
説明を通じて周知することにより、各専門職大学院における取組を
促した。

Ａ

（注）項目番号欄のうち↓印は事項名のみのもの。　※印は他の項目と重複するもの。




